
新潟県柏崎マリーナ仮受付要領 

 

新潟県柏崎マリーナ 

 

 

１．マリーナの保管申込の仮受付をする場合は、利用者心得熟読のうえ「新潟県柏崎

マリーナ保管施設専用使用仮申込書」を提出していただきます。 記載事項の全

てを原則として記入してください。 

２．特に、艇長は正確に実測してください。 ここでいう艇長とは、船首から船尾まで（プロペラ等が

とびだしている場合はそこまで）実測値です。 船検証に記載されている数値ではありません。 

３． 仮受付した後、使用許可になるようでしたら、こちらからご連絡いたします。 受付順に入港で

きるとは限りませんので、ご了承願います。 その後、マリーナにて面談させていただき、概要

説明の後、正式手続きに入っていただきます。 

 

＊ 申込資格 

（１）新潟県柏崎マリーナ条例に規定する使用料等（指定管理者が定める料金）の納入が可能な方。 

（２）申込に係る艇がモーターボート及び「船舶検査」を必要とするヨットの場合は、原則として、申

込者が「船舶検査証書」及び「小型船舶操縦免許」を持っていること。（艇の購入予定者、小型

船舶操縦免許を未取得の方は、艇の搬入時までに「船舶検査証書」及び「小型船舶操縦免許」を

提出してください。） また、船台のない艇は許可いたしません。 

（３）新潟県暴力団排除条例に基づき、暴力団員及びその組織若しくはその関係者であるときは、申込

を受け付けませんし、その後発覚した場合は、申込及び使用許可を取り消しいたします。 

 

＊ 申込および主な使用許可注意事項 

（１）申込書に記載した艇の変更は認めません。 また、水上バイクおよびジェットボートについては

マリーナの判断の上、専用利用許可するかどうか決定いたします。 

（２）原則として、全艇種区分を通じて１法人、１個人で申込は１つしかできませんが、施設に余裕の

ある場合は、許可する場合もあります。 

（３）提出書類は返却しませんのでご了承ください。 

（４）申込は必ず利用を希望される所有者本人（艇を共同所有する場合は、船舶検査証書等に記載され

ている者）名義で行ってください。申込後の名義変更は原則として認めません。 ただし、法人

、団体等については当該代表者の名義で申し込んでください。ただし、共同所有者名簿に記載さ

れている者への変更は認めます。 

（５）艇の搬入は、マリーナが指定する日までに行ってください。（正当な理由がなく艇を期限までに

搬入しない方は使用資格を失います。） 

（６）申込者が虚偽の申込等不正行為をした場合は、その申込を無効とします。 

（７）許可行為の後の利用料等は、途中でやめられても一切お返しできません。許可行為の後の利用料等は、途中でやめられても一切お返しできません。許可行為の後の利用料等は、途中でやめられても一切お返しできません。許可行為の後の利用料等は、途中でやめられても一切お返しできません。    

（８）上下架、給油、修理等の料金については、㈱柏崎マリン開発がご請求します。（マリーナ内で営

業を許可されています。） 

（９）専用利用料（保管料）については、許可月に指定管理者である柏崎マリン開発から請求書が発行

されますので、期限までに支払ってください。 早期一括支払還元制度があります。 

（10）マリーナ内では、一切の営業行為はできません。 

(11) 許可されていない艇やその船台(トレーラーを含む。)を陸上から持ち込むことは禁止です。 

  駐車場に、一時的に仮置きすることも禁止です。 

（12）当マリーナは、指定管理者制度により運営されています。 しかしながら、マリーナは公共 

施設ですので関係条例、規則、利用者心得等を遵守して、秩序ある利用をしていただきます。 守 

られない方は、利用許可を取り消されることがあります。 



新潟県柏崎マリーナ保管施設専用使用仮受付書 
 

年  月  日 
新潟県柏崎マリーナ 御中 
 

利用ルール・申し込み資格等了承の上、新潟県柏崎マリーナ保管施設の専用使用の仮申し込

みをいたします。 

申
 

 
請

 
 

者
 

フ リ ガ ナ 
氏    名 

 
（生年月日   ・  ・  ） 

歳  

住    所 

〒 
Ｔｅｌ   ‐   ‐ 
携 帯   ‐   ‐ 
（連絡用） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

勤 務 先 

名 称 
所在地                    
                   Ｔｅｌ   ‐   ‐ 

艇
 

 
 

 
 

 
種
 

艇型（モーターボート・ヨット・和船・ディンギー） 
メーカー名、型式等 

艇長（艇の全長）×艇幅 
               m×        m 

艇名 

現在の保管方法（保管場所等具体的に） 

船舶検査済票の番号 
   第       ―       号 

操縦免許証番号（１級・2 級） 
  第                号 

損害保険の加入 
有・無 

損害保険の記号番号及び会社名 

保管形態の希望 ラック積保管  ・  平面保管  ・  桟橋保管 

 
注．①艇の全長とは、艇の先端（バウスピリット含む）～艇の末端（ドライブ飛び出し部分含む）

までの長さであり、船舶検査上の長さとは異なります。 
  ②ただし、船台を使用する場合において、船台の長さが艇体の全長を超えるときは当該船台

の長さを記入してください。 
 


